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告 示

　

横 浜 市 告 示 第 354 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認 年

月 日
令 和 ７ 年 ８ 月 1 日

施 設 種 別 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

事 業 名 称   お れ ん じ ハ ウ ス お う ち 保 育 園

設 置 者 特 定 非 営 利 活 動 法 人 お れ ん じ ハ ウ ス

所 在 地 神 奈 川 区 栄 町 １ 番 地 の
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横 浜 市 告 示 第 355 号

　 　 　 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

　 　 　 確 認

  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 年 法 律 第 164 号 ） 第 条 の 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

設 置 認 可 ・ 確 認

年 月 日
令 和 ７ 年 ８ 月 １ 日

施 設 種 別 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業

事 業 名 称 障 害 児 訪 問 保 育 ア ニ ー

設 置 者 特 定 非 営 利 活 動 法 人 フ ロ ー レ ン ス

所 在 地 東 京 都 千 代 田 区 神 田 神 保 町 １ 丁 目 番 地 １  

 

22 34 15

24 65 43
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横 浜 市 告 示 第 356 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

指 定 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ５ 月 ６ 日 大 通 り 公 園 ク リ ニ ッ

ク

中 区 蓬 萊 町 ３ 丁 目 11

3 番 地

令 和 ７ 年 ６ 月 日 横 須 賀 ハ ー ト ク リ ニ

ッ ク

戸 塚 区 原 宿 四 丁 目

番 号

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 ウ イ ン 薬 局 鶴 見 潮 田

店

鶴 見 区 潮 田 町 ２ 丁 目 1

14 番 地 の ４

  同 ど う し た 天 王 町 内 科 保 土 ケ 谷 区 天 王 町 １

丁 目 番 地 の ４

  同 か ど 薬 局 金 沢 区 能 見 台 通 番

３ 号

  同 金 沢 八 景 痛 み の ク リ

ニ ッ ク ま ど か に

金 沢 区 六 浦 一 丁 目 １

番 ７ 号

  同 は な や 薬 局 港 北 区 篠 原 東 三 丁 目

１ 番 １ 号

  同 な ら 薬 局 青 葉 区 奈 良 四 丁 目 ６

番 地 の

  同 す み れ 中 央 薬 局 都 筑

店

都 筑 区 す み れ が 丘

番 地 の １

  同 な な ほ し 薬 局 ゆ め が

丘 店

泉 区 ゆ め が 丘 番 地

の ４

令 和 ７ 年 ８ 月 １ 日 大 口 整 形 外 科 神 奈 川 区 入 江 二 丁 目

番 号

  同 ハ ッ ク ド ラ ッ グ Ｍ Ａ

Ｒ Ｋ Ｉ Ｓ み な と み ら

い 薬 局

西 区 み な と み ら い 三

丁 目 ５ 番 １ 号

25 49

30 14
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25 14
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25
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18 18
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  同 上 大 岡 そ ら ク リ ニ ッ

ク

港 南 区 上 大 岡 西 二 丁

目 ２ 番 号

  同 パ ー ル 薬 局 磯 子 区 西 町 番 ８ 号

  同 齊 藤 こ こ ろ み ク リ ニ

ッ ク 綱 島 横 浜 精 神 科

・ 心 療 内 科

港 北 区 綱 島 東 二 丁 目

番 号

  同 新 羽 駅 前 松 野 医 院 内

視 鏡 ・ 内 科 ・ 皮 膚 科

港 北 区 新 羽 町 1,625

番 地 の １

  同 日 吉 本 町 み の る 皮 ふ

科

港 北 区 日 吉 本 町 三 丁

目 番 号

  同 と も 薬 局 中 山 駅 前 店 緑 区 寺 山 町 番 地

  同 薬 局 マ ツ モ ト キ ヨ シ

サ ウ ス ウ ッ ド 店

都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 ６

番 １ 号

  同 ク リ エ イ ト 薬 局 市 営

地 下 鉄 セ ン タ ー 北 駅

店

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 １ 番 １ 号

  同 セ ン タ ー 北 脳 と 皮 ふ

の ク リ ニ ッ ク

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 １ 番 ３ 号

  同 そ う ご う 薬 局 セ ン タ

ー 北 駅 前 店

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 １ 番 ３ 号

  同 大 船 め ぐ み 眼 科 栄 区 笠 間 二 丁 目 番

１ 号

２   指 定 訪 問 看 護 事 業 者

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

Ｙ Ｏ Ｃ Ａ Ｒ

Ｅ 株 式 会 社

         

   

中 区 北 仲 通

５ 丁 目 番

地 の ２

ツ イ ン ズ ケ ア

港 南 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

港 南 区 港 南 中

央 通 ３ 番 ６ 号

  同 セ ン ト ケ ア

神 奈 川 株 式

会 社

中 区 太 田 町

４ 丁 目 番

地

セ ン ト ケ ア 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン ウ ィ ル

金 沢

金 沢 区 泥 亀 二

丁 目 ８ 番 号

10

11

12 19

40 17

89

14

57

55 14
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横 浜 市 告 示 第 357 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

指 定 年 月

日

氏   名

 

名   称

 

所 在 地

 

令 和 ７ 年

９ 月 １ 日

丸   山   大   貴 ア マ ー レ 治 療 院 南 区 万 世 町 １ 丁 目

１ 番 地

  同 井   原   千   尋 訪 問 マ ッ サ ー ジ

は り き ゅ う あ ん

寿 横 浜 旭

旭 区 さ ち が 丘 128

番 地 の

  同 畠   中   未   來   同   同

  同 田   口   裕   之 鍼 灸 マ ッ サ ー ジ

治 療 院 １ コ ン

デ ィ シ ョ ニ ン グ

港 北 区 日 吉 二 丁 目

８ 番 ３ 号

  同 菅   井   浩   一 フ レ ア ス 在 宅 マ

ッ サ ー ジ 長 津 田

施 術 所

緑 区 長 津 田 町 2,28

4 番 地 の ３

  同 伊   藤   春   菜

 

は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ み ど

り の 風

都 筑 区 川 和 町 1,47

1 番 地

  同 角   田   悦   子   同   同

  同 川   田   文   絵   同   同

  同 市   村   大   輔 戸 塚 あ お ば 整 骨

院

戸 塚 区 戸 塚 町 番

地

  同 笠   原   瑞   紀 訪 問 マ ッ サ ー ジ

は り き ゅ う あ ん

寿 鎌 倉

栄 区 笠 間 一 丁 目

番 号

  同 福   場   彩   加   同   同

  同 村   田   理   恵   同   同

25 55

30 14

12

14

T-

10

12

13
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  同 山   田   凌   平   同   同

  同 石   月   仁   美 あ ん 摩 マ ッ サ ー

ジ 指 圧 ・ は り ・

き ゅ う you 樹 治

療 院

瀬 谷 区 阿 久 和 東 一

丁 目 番 地 の １

  同 高   濱   賢   二   同   同

  同 長 谷 川   正   直   同   同

  同 吉   屋   俊   昌 せ い じ ょ う 鍼 灸

院

東 京 都 世 田 谷 区 祖

師 谷 ３ 丁 目 番 １

号

  同 五 十 嵐   曜   佑 ひ ら い 接 骨 院 美

原 院

東 京 都 大 田 区 大 森

東 １ 丁 目 ６ 番 ５ 号

  同   同 ひ ら い は り き ゅ

う 院 美 原 院

東 京 都 大 田 区 大 森

東 １ 丁 目 ６ 番 ５ 号

 

 

 

51

12
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横 浜 市 告 示 第 358 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   診 療 所 又 は 薬 局

変 更 年 月

日

名   称 所 在 地

令 和 ６ 年

月 １ 日

医 療 法 人 社 団 北 星 会 よ

こ は ま 北 星 こ こ ろ と か ら

だ の ク リ ニ ッ ク

神 奈 川 区 鶴 屋 町 ２ 丁 目

番 地 の ３

医 療 法 人 社 団 北 星 会 よ

こ は ま 北 星 ク リ ニ ッ ク

令 和 ６ 年

月 1 日

南 山 堂 薬 局 み な と み ら

い 店

西 区 み な と み ら い 四 丁 目

７ 番 １ 号

株 式 会 社 ト レ ジ ャ ー 南

山 堂 薬 局 み な と み ら い 店

令 和 ７ 年

４ 月 １ 日

昭 和 医 科 大 学 藤 が 丘 リ

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 院

青 葉 区 藤 が 丘 二 丁 目 １ 番

地 の １

昭 和 大 学 藤 が 丘 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン 病 院

  同 昭 和 医 科 大 学 横 浜 市 北

部 病 院

都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 番 １

号

昭 和 大 学 横 浜 市 北 部 病

院

  同 横 浜 メ ン タ ル ク リ ニ ッ ク

戸 塚

戸 塚 区 上 倉 田 町 494 番 地

の ８

令 和 ７ 年

５ 月 日

セ イ ム ス 伊 勢 佐 木 薬 局 中 区 伊 勢 佐 木 町 ５ 丁 目 125

番 地
ひ ま わ り 薬 局 伊 勢 佐 木

店

25 49

30 14

12

11

(新) 11

(旧)

12

(新)

(旧)

(新)

(旧)

(新) 35

(旧)

27

(新)

(旧)

9

横浜市報　定期第209号　令和７年９月12日



令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

ア グ リ ホ ー ム ク リ ニ ッ

ク よ こ は ま

港 北 区 篠 原 町 1,099 番 地

の ８

Ｍ Ｅ Ｄ   Ａ Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ  

Ｃ Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ Ｃ よ こ は ま

令 和 ７ 年

６ 月 ９ 日

セ イ ム ス 新 子 安 薬 局 神 奈 川 区 子 安 通 ２ 丁 目 283

番 地 の
か も め 薬 局 新 子 安 店

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

都 筑 仲 町 台 駅 前 ま つ の

ぶ 内 科 ・ 内 視 鏡 ク リ ニ ッ

ク

都 筑 区 仲 町 台 一 丁 目 ２ 番

号

仲 町 台 駅 前 ま つ の ぶ ク

リ ニ ッ ク

２   変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務

所 の 所 在 地

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地

令 和 ６ 年

月 日

株 式 会 社 Ｓ

Ｈ Ｉ Ｍ

戸 塚 区 上 矢

部 町 1,180

番 地 の ３

も み じ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン

栄 区 飯 島 町

番 地 の １

栄 区 小 菅 ケ

谷 四 丁 目 番

号

令 和 ７ 年

８ 月 １ 日

リ ズ 株 式 会

社

港 北 区 大 曽

根 二 丁 目

番 － １ 号

す ず 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

港 北 区 大 倉 山

三 丁 目 番 ３

号

 

 

 

(新)

(旧)

(新)

22
(旧)

(新)

20

(旧)

10 17

(新)

92

(旧)

18

26

35

16

47

10

横浜市報　定期第209号　令和７年９月12日



横 浜 市 告 示 第 359 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

変 更 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

６ 月 ２ 日

神 宮 司   政   樹 開 設 な し 中 区 上 野 町 １

丁 目 番 地 の ２

潤 仙 堂 中 区 石 川 町 ２

丁 目 番 地

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

遠   藤   朋   美 訪 問 鍼 灸 マ ッ サ ー

ジ あ ん 寿 横 浜 旭

旭 区 さ ち が 丘

128 番 地 の

旭 区 柏 町 ３ 番

地 の

  同 北   村   の ぞ み 訪 問 マ ッ サ ー ジ

は り き ゅ う あ ん 寿

横 浜 旭

旭 区 さ ち が 丘

128 番 地 の

訪 問 マ ッ サ ー ジ

こ こ ろ 池 袋 治 療 院

東 京 都 豊 島 区

池 袋 ２ 丁 目 番

６ 号

令 和 ７ 年

７ 月 日

高   橋   優   介 開 設 な し 西 区 東 久 保 町

番 － ２ 号

栞 鍼 灸 治 療 院 南 区 永 田 北 二

丁 目 ５ 番 号

令 和 ７ 年

７ 月 日

高   橋   美   月 ハ ー ト ス マ イ ル

マ ッ サ ー ジ ・ 横 浜

青 葉

青 葉 区 美 し が

丘 五 丁 目 番 地

の ６

鍼 灸 マ ッ サ ー ジ

レ イ ス 治 療 院 横 浜

み な と

中 区 若 葉 町 １

丁 目 ７ 番 地

25 55

30 14

12

(新) (新)

19

(旧) (旧)

77

(新)

14

(旧)

50

(新) (新)

14

(旧) (旧)

41

11

(新) (新)

30 23

(旧) (旧)

25

22

(新) (新)

13

(旧) (旧)

11
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横 浜 市 告 示 第 360 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

廃 止 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ６ 年 月 日 耳 鼻 咽 喉 科 佐 川 医 院 泉 区 中 田 南 四 丁 目 ８

番 ５ 号

令 和 ７ 年 ４ 月 日 原 宿 わ た な べ 歯 科 診

療 所

戸 塚 区 原 宿 三 丁 目 ８

番 ６ 号

令 和 ７ 年 ５ 月 日 横 浜 み や も と 内 科 ・

内 視 鏡 ク リ ニ ッ ク 保

土 ケ 谷 院

保 土 ケ 谷 区 川 辺 町 ３

番 地 の ５

令 和 ７ 年 ６ 月 日 土 屋 歯 科 医 院 栄 区 笠 間 一 丁 目 ４ 番

号

令 和 ７ 年 ６ 月 日 横 須 賀 ハ ー ト ク リ ニ

ッ ク

戸 塚 区 原 宿 四 丁 目

番 号

令 和 ７ 年 ６ 月 日 南 武 ク リ ニ ッ ク 鶴 見 区 矢 向 四 丁 目 ７

番 号

  同 久 保 ク リ ニ ッ ク 南 区 南 吉 田 町 ２ 丁 目

番 地

  同 お お こ う ち ク リ ニ ッ

ク

保 土 ケ 谷 区 天 王 町 １

丁 目 番 地 の ４

  同 希 望 ヶ 丘 駅 前 ク リ ニ

ッ ク

旭 区 中 希 望 が 丘 131

番 地 の ５

  同 は ま リ ハ 在 宅 ク リ ニ

ッ ク 若 葉 台

旭 区 若 葉 台 三 丁 目 ３

番 １ 号

  同 か ど 薬 局 能 見 台 店 金 沢 区 能 見 台 通 番

３ 号

25 49

30 14

12

12 31

30

31

17

32

24 14

10

30

21

28

19

25

12
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  同 金 沢 八 景 痛 み の ク リ

ニ ッ ク ま ど か に

金 沢 区 六 浦 一 丁 目 １

番 号

  同 は な や 薬 局 港 北 区 篠 原 東 三 丁 目

１ 番 １ 号

  同 と ま と 薬 局 こ ど も の

国 店

青 葉 区 奈 良 四 丁 目 ６

番 地 の

  同 す み れ 中 央 薬 局 都 筑

店

都 筑 区 す み れ が 丘

番 地 の １

  同 な な ほ し 薬 局 ゆ め が

丘 店

泉 区 ゆ め が 丘 番 地

の ４

令 和 ７ 年 ７ 月 日 渡 辺 ク リ ニ ッ ク 戸 塚 区 深 谷 町 210 番

地

 

 

12

13

37

61

15

13
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横 浜 市 告 示 第 361 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

廃 止 年 月

日

氏   名 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年

３ 月 日

阿   部       亮 は り ・ き ゅ う ・

マ ッ サ ー ジ み ど

り の 風

都 筑 区 川 和 町 1,4

番 地

 

 

25 55

30 14

12

31 71

14
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横 浜 市 告 示 第 362 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 再 開

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 再 開 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長  山   中   竹   春

診 療 所 又 は 薬 局

再 開 年 月 日 名   称 所 在 地

令 和 ７ 年 ７ 月 ９ 日 つ く い け 内 科 ク リ ニ

ッ ク

旭 区 今 宿 西 町 358 番

地

 

 

25 49

30 14

12

15
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横 浜 市 告 示 第 363 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

医 療 法 人 き

ぼ う

鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

徳 田 病 院 鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

有 限 会 社 ベ

ル 薬 局

藤 沢 市 湘 南 台

１ 丁 目 番 地

の ２

は る の 薬 局 戸 塚 区 原 宿 四

丁 目 番 号

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

医 療 法 人 き

ぼ う

鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

徳 田 病 院 鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

３   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

医 療 法 人 き

ぼ う

鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

徳 田 病 院 鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

４   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

指 定 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

有 限 会 社 ベ

ル 薬 局

藤 沢 市 湘 南 台

１ 丁 目 番 地

の ２

は る の 薬 局 戸 塚 区 原 宿 四

丁 目 番 号

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

医 療 法 人 き

ぼ う

鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

徳 田 病 院 鶴 見 区 佃 野 町

番 ３ 号

 

 

25 54

30 14

12

29 29

11 33 34

29 29

29 29

11 33 34

29 29

16
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横 浜 市 告 示 第 364 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社

日 向

港 北 区 綱 島

西 二 丁 目 ５ 番

８ 号

訪 問 介 護 ひ

な た

港 北 区 綱

島 西 二 丁 目

５ 番 ８ 号

合 同 会 社

ひ な た 介 護

ス テ ー シ ョ

ン

港 北 区 大 曽

根 二 丁 目 番

２ 号

ひ な た 介 護

ス テ ー シ ョ ン

港 北 区 大

曽 根 二 丁 目

番 ２ 号

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

２ 月 １ 日

合 同 会 社 Ｏ

Ｈ Ａ Ｎ Ａ

西 区 浅 間 町

１ 丁 目 ４ 番 地

の ３

Ｏ Ｈ Ａ Ｎ Ａ ト

ー タ ル ケ ア サ

ポ ー ト

西 区 浅 間

町 １ 丁 目 ４

番 地 の ３

西 区 花 咲 町

４ 丁 目 111 番

地

西 区 花 咲

町 ４ 丁 目 11

1 番 地

令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

若 葉 台

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

25 54

30 14

12

(新) (新) (新) (新)

(旧) (旧)

23

(旧) (旧)

23

(新) (新)

(旧) (旧)

(新)

(旧)

17
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令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

医 療 法 人 Ａ

Ｇ Ｒ Ｉ Ｅ

茨 城 県 つ く ば

み ら い 市 伊 奈

東 番 地 の ２

ア グ リ ホ ー

ム ク リ ニ ッ ク

よ こ は ま

港 北 区 篠 原

町 1,099 番

地 の ８

Ｍ Ｅ Ｄ   Ａ

Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ   Ｃ

Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ Ｃ よ

こ は ま

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会

西 区 桜 木 町 ６

丁 目 番 地

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン つ る み

鶴 見 区 江

ケ 崎 町 ２ 番

号

鶴 見 区 鶴

見 中 央 一 丁

目 番 １ 号

  同 エ フ ィ ラ グ

ル ー プ 株 式

会 社

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ６ 番 地

の

ア ポ ロ 精 神

科 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 新

横 浜

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目

番 地 の

ア ポ ロ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン

３   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

４   居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

37

(新)

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

31

(新)

42

(旧)

26

13

(新)

17

11

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

18
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変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

医 療 法 人 Ａ

Ｇ Ｒ Ｉ Ｅ

茨 城 県 つ く ば

み ら い 市 伊 奈

東 番 地 の ２

ア グ リ ホ ー

ム ク リ ニ ッ ク

よ こ は ま

港 北 区 篠 原

町 1,099 番

地 の ８

Ｍ Ｅ Ｄ  Ａ

Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ  Ｃ

Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ Ｃ よ

こ は ま

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

  同   同   同 磯 子 中 央 病

院

  同

医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

５   居 宅 介 護 事 業 者 （ 福 祉 用 具 貸 与 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 福 祉

用 具 ヘ ル ス ケ

ア サ ポ ー ト

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

６   居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

37

(新)

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

(新)

(旧)

(新)

(旧)

19
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令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 福 祉

用 具 ヘ ル ス ケ

ア サ ポ ー ト

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

７   居 宅 介 護 事 業 者 （ 地 域 密 着 型 通 所 介 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社 ｓ

ｅ ｅ ｄ

緑 区 新 治 町 89

7 番 地 の

デ イ サ ー ビ

ス の ん な 十 日

市 場

緑 区 新 治 町 8

97 番 地 の

デ イ サ ー ビ

ス れ ん じ ゅ

８   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

２ 月 １ 日

合 同 会 社 Ｏ

Ｈ Ａ Ｎ Ａ

西 区 浅 間 町

１ 丁 目 ４ 番 地

の ３

Ｏ Ｈ Ａ Ｎ Ａ ト

ー タ ル ケ ア サ

ポ ー ト

西 区 浅 間

町 １ 丁 目 ４

番 地 の ３

西 区 花 咲 町

４ 丁 目 111 番

地

西 区 花 咲

町 ４ 丁 目 11

1 番 地

令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ス テ ー シ ョ ン

若 葉 台

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

医 療 法 人 Ａ

Ｇ Ｒ Ｉ Ｅ

茨 城 県 つ く ば

み ら い 市 伊 奈

東 番 地 の ２

ア グ リ ホ ー

ム ク リ ニ ッ ク

よ こ は ま

港 北 区 篠 原

町 1,099 番

地 の ８

(新)

(旧)

26

(新)

26

(旧)

(新) (新)

(旧) (旧)

(新)

(旧)

37

(新)
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Ｍ Ｅ Ｄ  Ａ

Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ  Ｃ

Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ Ｃ よ

こ は ま

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

令 和 ７ 年

７ 月 １ 日

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会

西 区 桜 木 町 ６

丁 目 番 地

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン つ る み

鶴 見 区 江

ケ 崎 町 ２ 番

号

鶴 見 区 鶴

見 中 央 一 丁

目 番 １ 号

  同 エ フ ィ ラ グ

ル ー プ 株 式

会 社

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ６ 番 地

の

ア ポ ロ 精 神

科 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン 新

横 浜

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目

番 地 の

ア ポ ロ 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン

９   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

31

(新)

42

(旧)

26

13

(新)

17

11

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

10
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令 和 ７ 年

６ 月 １ 日

医 療 法 人 Ａ

Ｇ Ｒ Ｉ Ｅ

茨 城 県 つ く ば

み ら い 市 伊 奈

東 番 地 の ２

ア グ リ ホ ー

ム ク リ ニ ッ ク

よ こ は ま

港 北 区 篠 原

町 1,099 番

地 の ８

Ｍ Ｅ Ｄ  Ａ

Ｇ Ｒ Ｅ Ｅ  Ｃ

Ｌ Ｉ Ｎ Ｉ Ｃ よ

こ は ま

令 和 ７ 年

６ 月 日

医 療 法 人 光

陽 会

磯 子 区 磯 子 二

丁 目 番 号

磯 子 中 央 病

院

磯 子 区 磯 子

二 丁 目 番

号
医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

  同   同   同 磯 子 中 央 病

院

  同

医 療 法 人 光

陽 会 磯 子 中 央

病 院

  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 福 祉 用 具 貸 与 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 福 祉

用 具 ヘ ル ス ケ

ア サ ポ ー ト

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

  介 護 予 防 事 業 者 （ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売 ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

５ 月 １ 日

株 式 会 社 は

ま リ ハ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 １ 番 地

の ７

は ま リ ハ 福 祉

用 具 ヘ ル ス ケ

ア サ ポ ー ト

旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ３

番 １ 号

37

(新)

(旧)

16 20 45

(新)

20

45
(旧)

(新)

(旧)

11

(新)

(旧)

12

(新)

22
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旭 区 若 葉

台 三 丁 目 ６

番 ２ 号

  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称

介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支

援 総 合 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ６ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社

日 向

港 北 区 綱 島

西 二 丁 目 ５ 番

８ 号

訪 問 介 護 ひ

な た

港 北 区 綱

島 西 二 丁 目

５ 番 ８ 号

合 同 会 社

ひ な た 介 護

ス テ ー シ ョ

ン

港 北 区 大 曽

根 二 丁 目 番

２ 号

ひ な た 介 護

ス テ ー シ ョ ン

港 北 区 大

曽 根 二 丁 目

番 ２ 号

  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 通 所 型 サ ー ビ ス ）

変 更 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称

介 護 予 防 ・

日 常 生 活 支

援 総 合 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

３ 月 １ 日

株 式 会 社 ｓ

ｅ ｅ ｄ

緑 区 新 治 町 89

7 番 地 の

デ イ サ ー ビ

ス の ん な 十 日

市 場

緑 区 新 治 町 8

97 番 地 の

デ イ サ ー ビ

ス れ ん じ ゅ

 

 

 

(旧)

13

(新) (新) (新) (新)

(旧) (旧)

23

(旧) (旧)

23

14

26

(新)

26

(旧)
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横 浜 市 告 示 第 365 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 日

株 式 会 社 ア

ゴ ラ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 番 地

の

青 葉 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 番 地

の

２   居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 日

社 会 福 祉 法

人 み や び 会

青 葉 区 し ら と

り 台 ３ 番 地 の

グ ル ー プ ホ ー

ム や す ら ぎ の

郷

青 葉 区 し ら と

り 台 ３ 番 地 の

３   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）

廃 止 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地

令 和 ７ 年

７ 月 日

株 式 会 社 ア

ゴ ラ

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 番 地

の

青 葉 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

青 葉 区 藤 が 丘

二 丁 目 番 地

の

 

 

25 54

30 14

12

31 36

17

36

17

31

13 13

31 36

17

36

17
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横 浜 市 告 示 第 366 号

　 　 　 生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 再 開

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 年 法 律 第 144 号 ） 第 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 機

関 を 次 の と お り 再 開 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

再 開 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

７ 月 ９ 日

医 療 法 人 社

団 平 平 會

鎌 倉 市 由 比 ガ

浜 ２ 丁 目 ２ 番

号

つ く い け 内 科

ク リ ニ ッ ク

旭 区 今 宿 西

町 358 番 地

２   介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）

再 開 年 月

日

事 業 者 の 名

称

主 た る 事 務 所

の 所 在 地

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地

令 和 ７ 年

７ 月 ９ 日

医 療 法 人 社

団 平 平 會

鎌 倉 市 由 比 ガ

浜 ２ 丁 目 ２ 番

号

つ く い け 内 科

ク リ ニ ッ ク

旭 区 今 宿 西

町 358 番 地

 

25 54

30 14

12

40

40

25
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横 浜 市 告 示 第 367 号

      横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 事 務 の 委 託

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称

    株 式 会 社 電 算 シ ス テ ム

２   指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地

    岐 阜 県 岐 阜 市 日 置 江 一 丁 目 番 地

３   委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

    横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料

４   地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

    令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

５   収 納 事 務 の 委 託 を し た 日

    令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

22 67

12

58

26
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横 浜 市 告 示 第 368 号

　 　 　 保 存 す べ き 緑 地 の 指 定

  緑 の 環 境 を つ く り 育 て る 条 例 （ 昭 和 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ）

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 す べ き 緑 地 と し て 、 次 の 地 域 を

指 定 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

保 存 す べ き 緑 地       指 定 地 域       指 定 期 間

氷 取 沢 市 民 の 森 磯 子 区 氷 取 沢 町 549 番

の イ 、 549 番 の ロ 、 55

3 番 、 554 番 の １ 、 55

4 番 の ３ 、 554 番 の ５

、 556 番 、 557 番 、 56

0 番 か ら 562 番 ま で 、 5

81 番 、 584 番 の １ 、 58

4 番 の ３ 、 584 番 の ロ

、 585 番 、 587 番 の １

か ら 587 番 の ３ ま で 、

590 番 の １ か ら 590 番

の ３ ま で 、 591 番 か ら

595 番 ま で 、 596 番 の

１ 、 605 番 の １ 、 683

番 の １ 、 683 番 の ５ 、

683 番 の ６ 、 683 番 の

９ か ら 683 番 の ま で

、 684 番 、 685 番 の ７

、 689 番 の ２ 、 691 番

の １ 、 693 番 の １ 、 69

4 番 、 700 番 の １ 、 70

1 番 、 702 番 、 704 番

か ら 706 番 ま で 、 711

番 か ら 731 番 ま で 、 73

4 番 、 735 番 、 738 番

か ら 745 番 ま で 、 747

番 の ２ 、 747 番 の ３ 、

748 番 の １ か ら 748 番

の ４ ま で 、 749 番 の ２

、 749 番 の ３ 、 750 番

の １ 、 750 番 の ２ 、 75

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

48 47

12

11

27
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1 番 、 752 番 、 753 番

の １ 、 754 番 の ２ 、 75

7 番 、 758 番 、 762 番

か ら 766 番 ま で 、 771

番 、 773 番 、 774 番 、

775 番 の １ 、 775 番 の

２ 、 776 番 、 777 番 の

１ か ら 777 番 の ３ ま で

、 778 番 の イ 、 778 番

の ロ 、 778 番 の ハ 、 78

0 番 か ら 783 番 ま で 、 7

84 番 の １ 、 784 番 の ２

、 785 番 、 786 番 、 78

8 番 か ら 795 番 ま で 、 7

95 番 の ２ 、 796 番 、 79

6 番 の ２ 、 797 番 か ら 7

99 番 ま で 、 800 番 の ２

、 800 番 の ３ 、 801 番

の １ か ら 801 番 の ４ ま

で 、 802 番 の １ か ら 80

2 番 の ３ ま で 、 803 番

の １ 、 803 番 の ２ 、 80

4 番 の １ か ら 804 番 の

５ ま で 、 805 番 の １ か

ら 805 番 の ５ ま で 、 80

6 番 の １ か ら 806 番 の

３ ま で 及 び 807 番

峯 市 民 の 森 磯 子 区 氷 取 沢 町 990 番

の １ 、 990 番 の ２ 、 99

1 番 、 992 番 、 993 番

の １ か ら 993 番 の ６ ま

で 及 び 993 番 の か ら

993 番 の ま で

磯 子 区 峰 町 312 番 の １

、 317 番 の ２ 、 317 番

の ３ 、 318 番 の １ 、 31

8 番 の ２ 、 319 番 、 32

0 番 、 325 番 の ２ 、 32

5 番 の ８ 、 325 番 の

、 325 番 の 、 326 番

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

 

17

21

11
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の イ 、 329 番 の １ 、 32

9 番 の ２ 、 339 番 の ３

、 339 番 の ロ 、 375 番

の １ 、 375 番 の 、 41

9 番 か ら 422 番 ま で 及

び 724 番 の

16

12

29
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横 浜 市 告 示 第 369 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別

緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区

    神 大 寺 二 丁 目 特 別 緑 地 保 全 地 区

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

  ⑴   追 加 す る 部 分

      な し

  ⑵   削 除 す る 部 分

      な し

  ⑶   変 更 す る 部 分

      神 奈 川 区 神 大 寺 二 丁 目 地 内
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横 浜 市 告 示 第 370 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別

緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区

    白 根 五 丁 目 特 別 緑 地 保 全 地 区

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

  ⑴   追 加 す る 部 分

      な し

  ⑵   削 除 す る 部 分

      な し

  ⑶   変 更 す る 部 分

      旭 区 白 根 五 丁 目 地 内
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横 浜 市 告 示 第 371 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別

緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区

    南 本 宿 特 別 緑 地 保 全 地 区

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

  ⑴   追 加 す る 部 分

      な し

  ⑵   削 除 す る 部 分

      な し

  ⑶   変 更 す る 部 分

      旭 区 南 本 宿 町 地 内

 

 

 

 

43 21

19

12

32

横浜市報　定期第209号　令和７年９月12日



横 浜 市 告 示 第 372 号

　 　 　 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別

緑 地 保 全 地 区 を 次 の と お り 変 更 し た 。

  そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称

    横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区

    長 津 田 町 馬 ノ 背 特 別 緑 地 保 全 地 区  

２   都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

  ⑴   追 加 す る 部 分

      な し

  ⑵   削 除 す る 部 分

      な し

  ⑶   変 更 す る 部 分  

      緑 区 長 津 田 町 地 内
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公 告

　

横 浜 市 公 告 第 507 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      高 田 ビ ル

      鶴 見 区 北 寺 尾 二 丁 目 番

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      高   田   房   枝

      鶴 見 区 諏 訪 坂 ５ 番 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

ほ か １ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ５ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

      小 売 業 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所
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(２)
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(３)
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(４)
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    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 508 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ラ イ フ 鶴 見 下 野 谷 町 店

      鶴 見 区 下 野 谷 町 １ 丁 目 番 地

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 ラ イ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン

        代 表 取 締 役   岩   崎   高   治

      大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 ２ 丁 目 ２ 番 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地

（ 仮 称 ） ラ イ フ 下 野

谷 店

鶴 見 区 下 野 谷 町 １ 丁

目 番 地

ラ イ フ 鶴 見 下 野 谷 町

店

鶴 見 区 下 野 谷 町 １ 丁

目 番 地

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ３ 丁 目 ６ 番 ２ 号

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

10 91

12

(１)

27

(２)

22

(３)

27 27

22

36

横浜市報　定期第209号　令和７年９月12日



法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ３ 丁 目 ６ 番 ２ 号

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ５ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

      設 置 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

22

(４)

27

(５)

26

50 10

37
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横 浜 市 公 告 第 509 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ラ イ フ 大 口 店

      神 奈 川 区 神 之 木 町 ７ 番 ５ 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      東 鉄 工 業 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   伊   勢   勝   巳

      東 京 都 新 宿 区 信 濃 町 番 地

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

東 鉄 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  須   田   征   男

東 京 都 新 宿 区 市 谷 砂

土 原 町 ２ 丁 目 ７ 番 地

東 鉄 工 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役

  伊   勢   勝   巳

東 京 都 新 宿 区 信 濃 町

番 地

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  清   水   信   次

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

ほ か １ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ７ 年 ６ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

10 91

12

(１)

(２)
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(３)
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(４)
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      設 置 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

26

50 10

39
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横 浜 市 公 告 第 510 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      Ｋ － １ シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー

      旭 区 中 希 望 が 丘 177 番 地 の １

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 山 一

        代 表 取 締 役   山   田   大   作

      旭 区 中 希 望 が 丘 180 番 地

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  清   水   信   次

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

ほ か ６ 者

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

ほ か ３ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ５ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

      小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

10 91

12

(１)
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(３)
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    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 511 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ラ イ フ 大 倉 山 店

      港 北 区 大 倉 山 五 丁 目 番 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 ラ イ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン

        代 表 取 締 役   岩   崎   高   治

      大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 ２ 丁 目 ２ 番

    変 更 し た 事 項

  変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地

（ 仮 称 ） ラ イ フ 大 倉

山 店

港 北 区 大 倉 山 五 丁 目

1,227 番 ほ か

ラ イ フ 大 倉 山 店

港 北 区 大 倉 山 五 丁 目

番 号

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

10 91

12

(１)

24 14

(２)

22

(３)

24 14

22
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法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

ほ か １ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ５ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

      設 置 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

22

(４)

27

(５)

26

50 10
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横 浜 市 公 告 第 512 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ア ピ タ テ ラ ス 横 浜 綱 島

      港 北 区 綱 島 東 四 丁 目 ３ 番 号

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社

        代 表 取 締 役   大   山   一   也

      東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

株 式 会 社 オ レ ン ジ フ

ー ド コ ー ト

代 表 取 締 役

  越   智   雅   也

東 京 都 江 東 区 東 陽 ２

丁 目 ２ 番 号

ほ か 者

株 式 会 社 オ レ ン ジ フ

ー ド コ ー ト

代 表 取 締 役

  越   智   雅   也

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

馬 喰 町 ２ 丁 目 ７ 番

ほ か 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ６ 年 月 １ 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

小 売 業 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

10 91

12

(１)

17

(２)

(３)

20

28 28

(４)

12

(５)

26

50 10
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    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第 513 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ラ イ フ 青 葉 し ら と り 台 店

      青 葉 区 し ら と り 台 番 地 の ３

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      進 栄 ビ ル 管 理 有 限 会 社

        代 表 取 締 役   渡   辺       学

      青 葉 区 し ら と り 台 番 地 の ２

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地

（ 仮 称 ） ラ イ フ し ら

と り 台 店

青 葉 区 し ら と り 台

番 地 の ３ ほ か

ラ イ フ 青 葉 し ら と り

台 店

青 葉 区 し ら と り 台

番 地 の ３

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

進 栄 ビ ル 管 理 有 限 会

社

代 表 取 締 役

  渡   辺   詠   子

青 葉 区 し ら と り 台

番 地 の ２

進 栄 ビ ル 管 理 有 限 会

社

代 表 取 締 役

  渡   辺       学

青 葉 区 し ら と り 台

番 地 の ２

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

10 91

12

(１)

50

(２)

52

(３)

50 50

52 52
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法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ３ 丁 目 ６ 番 ２ 号

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ２ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

 

22

(４)

11

(５)

26

50 10
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横 浜 市 公 告 第 514 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。

  な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   届 出 の 概 要

    大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

      ラ イ フ 戸 塚 汲 沢 店

      戸 塚 区 汲 沢 町 1,158 番 地 の １

    大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

    法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

      株 式 会 社 ラ イ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン

        代 表 取 締 役   岩   崎   高   治

      大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 ２ 丁 目 ２ 番 号

    変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項     変   更   前         変   更   後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地

（ 仮 称 ） ラ イ フ 戸 塚

汲 沢 店

戸 塚 区 汲 沢 町 字 細 田

1,158 番 地 の １ ほ か

ラ イ フ 戸 塚 汲 沢 店

戸 塚 区 汲 沢 町 1,158

番 地 の １

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ３ 丁 目 ６ 番 ２ 号

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

株 式 会 社 ラ イ フ コ ー

ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

  岩   崎   高   治

10 91

12

(１)

(２)

22

(３)

22
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法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

本 町 ３ 丁 目 ６ 番 ２ 号

ほ か １ 者

大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原

２ 丁 目 ２ 番 号

ほ か １ 者

    変 更 の 年 月 日

      令 和 ５ 年 ５ 月 日 ほ か

    変 更 し た 理 由

設 置 者 の 住 所 変 更 の た め   ほ か

２   届 出 年 月 日

    令 和 ７ 年 ８ 月 日

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

22

(４)

27

(５)

26

50 10
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横 浜 市 公 告 第 515 号

　 　 　 大 規 模 小 売 店 舗 の 届 出 に 対 す る 意 見

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 年 法 律 第 号 ） 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の 地 域 の 生 活 環

境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 次 の と お り 意 見 が 述 べ ら れ

た の で 、 同 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 意 見 書 を こ の 公 告 の 日 か

ら １ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

    ヤ オ コ ー 東 戸 塚 店

    戸 塚 区 前 田 町 100 番 地

２   意 見 の 概 要

    駐 車 需 要 の 充 足 等 交 通 に 係 る 事 項

    ア   駐 車 場 の 必 要 台 数 の 確 保

        横 浜 市 報 定 期 第 197 号 令 和 ７ 年 ４ 月 日 横 浜 市 公 告 第 236

      号 に 記 載 の 届 出 事 項 に よ る と 、 届 出 者 は 駐 車 場 の 収 容 台 数 を

      105 台 と し て い る 。 近 隣 の 類 似 す る 大 規 模 小 売 店 舗 「 神 奈 川

      県 横 浜 市 戸 塚 区 品 濃 町 549 番 地 の ８ 」 で は 、 144 台 収 容 可 能

      な 駐 車 場 を 設 置 し て い る に も か か わ ら ず 、 隣 接 す る 平 戸 第

      号 線 及 び 品 濃 第 330 号 線 に お い て 、 休 日 に 慢 性 的 な 渋 滞 が 発

      生 し て い る 。

        加 え て 、 近 隣 に 大 規 模 小 売 店 舗 の 需 要 を 満 た す 十 分 な 時 間

      貸 し 駐 車 場 が 存 在 し な い こ と か ら 、 そ の 実 態 を 考 慮 し 、 収 容

      台 数 を 増 台 す る こ と を 意 見 す る 。

    イ   経 路 の 設 定 等

        横 浜 市 報 定 期 第 197 号 令 和 ７ 年 ４ 月 日 横 浜 市 公 告 第 236

      号 に 記 載 の 届 出 事 項 に よ る と 、 届 出 者 は 駐 車 場 の 自 動 車 の 出

      入 口 を 出 口 と 入 口 と も に 平 戸 第 236 号 線 側 に 設 置 し て い る 。

      こ の 道 路 は 、 歩 道 が 完 全 に 整 備 さ れ て い な い う え 幅 員 も 狭 い

      。 そ の 実 態 を 考 慮 し 、 自 動 車 の 出 入 口 を 国 道 １ 号 線 側 に 変 更

      す る こ と を 意 見 す る 。

    歩 行 者 の 通 行 の 利 便 の 確 保 等

        隣 接 す る 平 戸 第 263 号 線 は 歩 道 が 完 全 に 整 備 さ れ て い な い

      う え 幅 員 も 狭 い 。 店 舗 利 用 者 の 自 動 車 に よ る 歩 行 者 支 障 が 生

      じ な い よ う な 措 置 を 講 ず る よ う 意 見 す る 。

３   縦 覧 場 所

    中 区 本 町 ６ 丁 目 番 地 の

    横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

    戸 塚 区 戸 塚 町 番 地 の

10 91

12

(１)

25

47

25

(２)
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    横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課
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横 浜 市 公 告 第 516 号

　 　 　 公 園 の 一 時 利 用 停 止

  横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 利 用 を 一 時 停 止 す る 。

  そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

公 園 の 名 称   位 置 一 時 利 用 停 止

の 区 域 及 び 面

積

一 時 利 用 停

止 の 態 様

一 時 利 用 停

止 期 間

左 右 手 第 二

公 園

磯 子 区 栗

木 二 丁 目

９ 番

別 図 の と お り

534 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ７ 年 ９

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 日 ま で

杉 田 三 丁 目

公 園

磯 子 区 杉

田 三 丁 目

７ 番

別 図 の と お り

813 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ７ 年 ９

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 日 ま で

滝 頭 二 丁 目

公 園

磯 子 区 滝

頭 二 丁 目

番

別 図 の と お り

3,886 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ７ 年 ９

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 日 ま で

洋 光 台 四 丁

目 公 園

磯 子 区 洋

光 台 四 丁

目 番

別 図 の と お り

2,359 ㎡

立 入 禁 止 令 和 ７ 年 ９

月 日 か ら

令 和 ８ 年 ３

月 日 ま で

  別 図 （ 省 略 ）

33 11
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31
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31

31

22

31
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22

31
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横 浜 市 公 告 第 517 号

　 　 　 建 築 協 定 の 認 可

  建 築 基 準 法 （ 昭 和 年 法 律 第 201 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 松 ヶ 丘 住 宅 地 建 築 協 定 を 認 可 し た 。

  そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

25 73

12
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横 浜 市 公 告 第 518 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ６ 月 日 第 2024 開 401 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    西 区 北 幸 二 丁 目 ９ 番 号

    相 鉄 不 動 産 株 式 会 社

      代 表 取 締 役   平   野   雅   之

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    中 区 山 手 町 １ 番 の １ の 一 部 、 １ 番 の ２ の 一 部 、 １ 番 の ５ 、 １ 番

  の 、 １ 番 の の 一 部 及 び １ 番 の か ら １ 番 の ま で

43 36

12

28

14

14 15 16 19
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横 浜 市 公 告 第 519 号

　 　 　 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

  都 市 計 画 法 （ 昭 和 年 法 律 第 100 号 ） 第 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

１   開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号

    令 和 ６ 年 ９ 月 日 第 2024 開 1306 号

２   開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

    南 区 中 島 町 ４ 丁 目 番 地 の ２

    有 限 会 社 東 邦 地 所

      代 表 取 締 役   佐   藤       仁

３   開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

    戸 塚 区 汲 沢 五 丁 目 1,751 番 の ２ 、 1,751 番 の ６ 、 1,751 番 の ９

  、 1,751 番 の 、 1,751 番 の の 一 部 、 1,751 番 の の 一 部 、

  751 番 の の 一 部 及 び 1,751 番 の か ら 1,751 番 の ま で

43 36

12

11

69

16 17 18 1,

19 20 22
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横 浜 市 公 告 第 520 号

　 　 　 市 街 地 再 開 発 組 合 の 理 事 長 の 氏 名 及 び 住 所

  都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 年 法 律 第 号 ） 第 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 関 内 駅 前 北 口 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合 か ら 、 次 の と お り 理 事 長 の

氏 名 及 び 住 所 の 届 出 が あ っ た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 長   山   中   竹   春

氏   名 住         所

坂   内       誠   千 葉 県 船 橋 市 湊 町 ２ 丁 目 ８ 番 － 409 号

44 38 28

12

40
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自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号

失 効 年 月 日

横  

    ―

浜

        横 浜

令 和 ７ 年 ３ 月 日

区 公 告

　

保 土 ケ 谷 区 公 告 第 143 号

　 　 　 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効

  次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 保 土 ケ 谷 区 長   神   部       浩

12

35 38

19
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教 育 委 員 会

　

横 浜 市 教 育 委 員 会 告 示 第 号

　 　 　 公 印 の 改 刻 及 び 廃 止

  次 の と お り 公 印 を 改 刻 し 、 及 び 廃 止 す る 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 日

横 浜 市 教 育 委 員 会

１   改 刻  

公 印 の 名 称 使 用 開 始 年 月 日 印 影

 

 

横 浜 市 立 軽 井 沢 中

学 校 長 印

 

 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

２   廃 止

公 印 の 名 称 廃 止 年 月 日 印 影

 

 

横 浜 市 立 軽 井 沢 中

学 校 長 印

 

 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 日

 

 

（ 方 ミ リ メ ー ト ル ）

 

 

22

12

12

21

12

21
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区 選 挙 管 理 委 員 会

　

横 浜 市 栄 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 号 （ 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 掲 示 済 ）

　 　 　 委 員 の 氏 名

  令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 に 就 任 し た 。

　 　 　 令 和 ７ 年 ９ 月 １ 日

横 浜 市 栄 区 選 挙 管 理 委 員 会

  飯   島       悟

27
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そ の 他

　

　

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 公 告 第 １ 号

      公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 令 和 ６ 事 業 年 度 財 務 諸 表 の 公

      告

  地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 平 成 年 法 律 第 118 号 ） 第 条 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 、 公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 令 和 ６ 事 業 年 度 財 務 諸 表 を 別

冊 の と お り 公 告 す る 。

      令 和 ７ 年 ９ 月 日

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学  

理 事 長   近   野   真   一  

15 34

12
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